
取り組み事例

誰もが尊厳をもって
自分らしく生きる
世界を目指して

社会保障の拡充や労働環境の改善、
障害者の社会参加の促進や、
障害の主流化を通じ、
誰もが尊厳をもって、
社会の一員として、
互いの暮らしを支え、
支えられながら生きる
社会の実現を目指します。

独立行政法人国際協力機構（JICA）は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

NO.9JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む 20 の事業戦略

社会保障、障害と開発

 社会や経済の変化に 

 脆弱な層の 

 生活を支える取り組みを 

 進めます。 
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社会保障制度社会保障制度をを
利用できるのは利用できるのは
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年金年金などなど
社会保険制度の社会保険制度の
利用者は利用者はわわずずかか33％33％

世界が直面する、「社会保障」「障害と開発」の課題とは？ISSUESISSUES

　国際労働機関（ILO）によれば、何らかの手当や保険

といった社会保障制度を利用できる人口は、世界で約

52％に留まっています。また、年金制度に代表される

包括的な社会保険制度の利用者に限定すると、わずか

33％しか制度を享受することができていません。多くの

途上国では社会保障制度が十分に整備されておらず、

特に子どもや女性、高齢者、障害者、インフォーマル

セクターの労働者といった多様な層を包摂する制度が

求められています。また、社会的脆弱層を含め、働く人々

の生活を保障するために、すべての人が安心してやりが

いをもって働くこと（ディーセントワーク）ができる雇

用・労働環境づくりを進めることが喫緊の課題です。

世界の約半数の人々が
社会保障制度を利用できていません

社会保障制度の拡充や障害者の社会参加に対する日本の経験や取り組みが、
誰もが自分らしく生きる世界を実現するヒントとなり得ます

【社会保障】日本は、経済発展の比較的早い段階であった

1961年に、国民皆保険を実現しました。欧米の先進国に学び

つつも、社会経済の変化に適応し、独自の社会保障制度を構

築した日本の経験は、途上国政府に対し多くの示唆を提供しま

す。また、高齢化や社会・家族を取り巻く環境の変容への対策

等、課題先進国として有益な教訓を提示することができます。

【障害と開発】日本は長きにわたって障害者の社会参加の促進

に取り組んでおり、社会保障制度と同様、その軌跡は類似の制

度改革を目指す方々に多くの学びを提供します。また、障害者

権利条約の批准国として、障害者の人権を尊重し、「完全参加

と平等」によってインクルーシブな社会を実現することは、日

本の責務です。

日本とJICAは、なぜ取り組むのですか？REASONSREASONS

　現在、世界の人口の16％にあたる約13億人が障害者であるといわ

れています。この数字を報告した世界保健機関（WHO）は、障害者を

「最も取り残されがちなグループのひとつ」と指摘しています。

　障害者の80％は開発途上国で暮らし、その多くは、保健、教育、

就労などの機会が制限され、さらなる貧困状況に陥りやすいという

悪循環の中にあります。極度の貧困状態にある人口のおよそ20％は

何らかの障害を抱えていると推定されており、途上国の障害児の９割

は就学の機会を奪われているともいわれています。

世界人口の約16%が障害者で、
その多くが生活する途上国では
障害者の社会参加の機会が制限され、
貧困に陥りやすい傾向があるとされています
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問題解決に向けた、５つの協力方針APPROACHESAPPROACHES

協力方針 5 「障害主流化」の取り組み
JICAでは、開発におけるすべての取り組みにおいて障害の視

点を反映し、障害者が受益者あるいは実施者として計画策定や

活動実施を含む一連のプロセスへ参加することを保障する「障

害主流化」を推進しています。

組織面では、合理的配慮の推進や、障害に関する理解を深める

ための職員等向け研修や障害者 の事業参画と建設的対話など

を進めながら、あらゆる取り組みにおいて障害主流化の実施を

促進するため基盤づくりに取り組んでいます。

事業面では、情報・物理アクセシビリティの確保を進めるほか、

各開発課題での障害主流化の推進に向けたガイドラインの策定

を行っています。  

　当該国の社会経済状況や人口動

態等にあわせ、研修などを通じて、

年金、雇用保険、労災保険、介護

保険など、適切な社会保険制度の

整備を支援します。さらに、社会保

険料の徴収能力の強化など、社会

保険制度を支える体制づくりへの

協力も行います。

社会保険制度の構築

協力方針 1

　社会的に疎外されている人々との

関係を構築し、各種の社会資源など

と結び付けながら、さまざまな課題

に対応する社会福祉専門職の人材

育成を支援します。また、コロナ禍

で困窮している社会的脆弱層や、社

会の変化に晒されている子どもや家

庭の課題に積極的に取り組みます。

社会福祉の推進

協力方針 2

　雇用分野では、公的職業紹介やキ

ャリアカウンセラー育成のほか、障

害者を含む社会的脆弱層の就労支援

に取り組みます。また、労働環境の

改善、ディーセントワークの実現に

向け、建設現場や工場などにおける

日本の労働安全衛生の知見の共有を

図ります。

雇用・労働環境の整備

協力方針 3

　障害者の人材育成やエンパワメント、障害者団体の

組織能力の強化、障害関連統計の整備に取り組みます。

また、それらを基礎として、バリアフリー化や情報保障

を通じた物理アクセス・情報アクセスの改善、障害者

の自立や社会的活動への参加を促進する制度の実現、

就労支援の拡充にも取り組みます。

障害に特化した取り組み

協力方針 4

社会保険制度の構築1 社会福祉の推進2 雇用・労働環境の改善3

障害に特化した取り組み4



【社会保障】関係省庁や学術機関の協力を得ながら、日本の

社会保障制度の拡充に至る過程を、知識として共有可能な

「形式知」とする取り組みを行います。また、社会福祉行政

の実務を担う自治体や社会福祉協議会との連携を強化し、途

上国の方々が、子ども家庭福祉や生活困窮者支援制度など、

日本の社会福祉の取り組みを学び、自国の制度設計に生かす

環境を整えます。

【障害と開発】障害者の社会参加の促進に取り組む自治体や

関係機関と協働し、障害者の人材育成やエンパワメントに取

り組みます。また、技術協力を通じて、日本の障害当事者団

体と途上国の障害当事者団体とのネットワークの強化を進め

ます。さらに、民間連携事業を活用し、物理的アクセシビリ

ティや情報アクセシビリティの確保につながる日本の民間企

業の技術の国際展開を支援します。

日本の経験や取り組み、技術の発信に向け、多様な機関との連携に取り組みます

パートナーとの協働

取り組み事例CASESCASES

皆が幸せと尊厳を実現する
障害者の就労を目指して1

〒102-8012
東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
TEL: 03-5226-6660～6663（代表）　
Eメール: jicahm@jica.go.jp

独立行政法人国際協力機構（JICA／ジャイカ（注））は、日本の政府開発援助のうち、
二国間援助の実施を一元的に担う国際協力機関です。世界の約150か国・地域へ
協力しています        （注）JICA／ジャイカはJapan International Cooperation Agencyの略称です。

詳細はこちらのページをご覧ください www.jica.go.jp/activities

2030年のSDGs達成への貢献や、日本が開発協力で目指す「人間の安全
保障」の理念の実現のために、JICAが掲げる20の課題別事業戦略。
JICAは各課題の分析に基づいたグローバルな目標を掲げ、その達成を
目指して開発協力事業を推進します。さらに、途上国はもちろん国内外
のさまざまなパートナーとの対話と協働を促進し、開発協力の成果の拡
大を目指します。  

JICA グローバル・アジェンダとは
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　経済状況の変化に対応し、人々の生活の安全と安心を確保するには社会

保障制度の充実と広範な適用が必要です。インドネシアでは、2020年制定

の雇用創出オムニバス法に基づき失業保険制度が導入されました。JICAは

労働省に労働政策アドバイザーを派遣し、日本のハローワークなど労働行

政の知見の共有、失業保険の運営改善、ワンストップサービス（失業給付・

就職支援・職業訓練）に向け協力を実施しています。また、インドネシア版

社会保険労務士制度導入に協力し、社会保障の充実に貢献しています。

社会保障制度の拡大と運用の
改善により生活の安全と安心を確保2

　スリランカでは根強い偏見と差別のために障害者の就労と社会参加が容

易ではありません。JICA「スリランカにおける障害者の就労支援促進プロ

ジェクト」では、障害のある求職者と企業が行政サービスを通じてつなが

る労福連携活動を立案・実施し、これまでに700名以上が就労しました。ま

た、プロジェクトが導入した障害者の地域会合は当事者間の交流を通じた

エンパワメントの機会となっており、その輪は全国に広まりつつあります。

2024年にはこれら省庁横断型サービスが国の事業に承認され、プロジェク

トを通して設立された就労支援ユニットがその運営を担い、障害者―行政

―企業間の対話と就労機会を広げる努力を続けています。

障害と開発

障害のある人が働くスリランカのパン工場。その働きぶりが
認められたことで会社が福祉行政官に他の求職者の紹介を依
頼し、他の障害者の就労にもつながった。

訪日研修で職業訓練施設（ポリテクセンター）を見学している
様子。インドネシアでも、失業給付、就職支援、職業訓練な
どのサービスが連携して、求職者の再就職をはじめ顧客ニー
ズの実現を目指している。

社会保障
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